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中
國
の
歴
史
は
漢
民
族
と
北
方
民
族
と
の
交
渉
が
極
め
て
多
じ
。
特
に
元
、
清
は
完
全
に
北
方
民
族
が
支
配
し
た
時
代
で
あ
る
。
漢
代

は
一
慮
漢
文
化
と
し
て
完
結
し
九
が
、
三
國
を
経
て
著
に
及
び
匈
奴
、
禍
、
鮮
卑
、
氏
、
、
完
の
五
胡
が
南
下
し
て
漢
民
族
の
社
倉
ば
混
飢

し
た
．
此
唇
於
て
北
方
民
族
と
糞
族
と
が
秀
斐
と
中
南
支
に
蘇
り
所
謂
南
詣
時
代
を
叢
髭
．
北
朝
は
南
に
漢
授
爵

立
し
、
北
に
他
の
北
方
民
族
を
控
え
、
胱
會
的
に
政
治
的
に
種
々
の
問
題
を
惹
起
し
た
。

　
釘
群
葦
編
に
よ
る
と
・
黄
河
の
北
方
安
陽
縣
に
階
の
張
景
略
の
碑
文
が
あ
り
、
祖
先
に
第
一
領
民
酋
長
と
な
つ
仁
者
の
あ
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
み
る
』
正
史
に
依
る
と
北
魏
、
北
郷
に
出
て
み
る
が
他
に
見
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
碑
文
の
後
詰
に
北
魏
の
初
制
で
あ
る
と
記

し
て
あ
る
が
・
そ
の
内
容
に
就
い
て
は
記
す
厨
が
な
い
。
山
崎
宏
氏
は
昭
和
二
十
二
年
七
月
焚
行
の
束
洋
史
研
究
新
第
一
巻
、
第
五
．
六

號
に
「
北
．
魏
大
人
官
に
就
い
て
」
を
焚
表
し
九
が
そ
の
中
で

　
若
干
生
蕃
的
部
族
が
あ
っ
て
、
之
を
纏
足
と
な
し
得
な
か
つ
九
爲
に
北
魏
で
は
領
民
酋
長
制
を
設
け
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

と
述
べ
ら
れ
て
そ
れ
以
上
言
及
を
さ
け
ら
れ
て
る
る
。
其
の
他
そ
の
内
容
、
意
味
に
関
し
て
寡
聞
に
し
て
論
文
を
知
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
じ

　
拓
蹟
族
は
朔
北
の
遊
牧
民
族
で
次
第
に
漢
化
の
傾
向
を
辿
っ
た
。
魏
書
巻
百
十
三
、
官
氏
志
に
）
建
国
の
初
の
官
號
は
古
の
純
法
に
依

り
、
各
賞
聴
の
走
使
者
を
尭
鴨
と
云
ひ
、
そ
の
迅
速
の
歌
を
表
し
、
叉
伺
察
者
を
白
鷺
と
云
ひ
、
そ
の
延
頸
遠
望
の
欺
を
取
っ
た
と
述
べ

一21一
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て
る
る
。
又
大
人
の
號
を
諸
官
聴
の
長
官
に
用
ひ
て
み
る
が
、
領
民
酋
長
の
號
も
此
の
例
に
漏
れ
な
い
も
の
と
思
ふ
。

　
酋
長
の
號
に
就
い
て
魏
書
官
氏
志
に

　
　
建
國
二
年
（
三
三
九
）
初
置
一
左
右
近
侍
之
職
一
、
無
二
常
員
一
。
（
中
略
）
諸
方
雑
人
來
附
者
、
総
謂
『
乏
鳥
丸
一
、
各
以
二
歩
少
一
恥
二
酉

　
　
庶
長
一
分
爲
二
南
北
部
㌦
復
置
二
二
部
大
人
一
以
統
二
掻
之
㌔

と
あ
り
，
昭
成
帝
什
翼
健
の
建
國
二
年
に
諸
方
雑
人
の
來
附
し
た
る
者
の
多
少
に
依
っ
て
酋
長
或
ば
庶
長
と
し
た
。
尤
も
從
來
酋
長
等
の

號
は
存
在
し
て
居
っ
た
が
建
國
二
年
に
公
の
號
と
し
た
。
酋
長
の
例
と
し
て
北
史
巻
五
十
三
、
解
律
晶
尤
畢
傳
に

　
　
鮒
律
禿
畢
、
．
太
安
人
也
。
世
爲
二
部
落
酋
長
㌔
莞
畢
少
駿
果
、
從
二
爾
朱
兆
一
。

と
あ
り
、
魏
未
の
鮒
律
莞
畢
の
祖
先
は
代
々
部
落
酋
長
で
あ
っ
た
。
叉
北
齊
書
巻
二
十
七
、
破
六
韓
常
傅
に

　
　
破
六
韓
常
字
保
年
、
附
化
人
。
匈
奴
箪
モ
之
斎
也
。
市
谷
姦
王
潜
六
実
、
渡
二
於
魏
一
。
其
子
孫
以
二
滞
六
典
一
篇
レ
或
。
後
人
誰
以
爲
二

　
　
破
六
韓
㌔
世
領
二
部
落
一
、
其
父
孔
雀
襲
二
酋
長
㌔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
り
こ

と
あ
り
、
破
六
韓
常
の
耐
先
は
旬
奴
輩
予
の
後
衛
で
部
落
を
領
し
て
み
た
。
其
の
他
酋
長
に
類
似
の
用
語
と
し
て
酋
帥
、
渠
帥
等
が
用
ひ

ら
れ
て
る
る
。

　
所
が
貧
長
に
領
民
の
二
大
が
冠
ザ
．
ち
れ
て
正
史
に
見
出
さ
れ
る
．
、
魏
書
巻
七
十
四
　
爾
朱
榮
傳
に

　
　
爾
来
榮
宇
天
寳
、
北
秀
容
人
也
。
其
先
居
二
於
爾
朱
川
一
、
因
爲
レ
氏
焉
。
常
領
二
部
落
一
、
世
爲
二
酋
帥
一
。
高
組
胴
健
、
　
登
國
（
三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
六
）
初
・
爲
二
領
民
曾
長
一
、
率
二
契
胡
武
十
千
七
百
人
㍉
從
レ
翼
卒
二
脅
陽
㌔

と
あ
り
、
北
秀
容
は
今
日
の
山
西
省
北
部
の
桑
乾
河
上
流
の
山
地
で
あ
る
が
當
地
の
酋
帥
で
あ
っ
た
羽
健
が
、
大
組
道
武
帝
の
登
國
の
初

年
、
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
之
は
金
石
翠
編
張
景
略
の
碑
の
後
註
の
意
見
を
實
諾
す
る
も
の
で
あ
る
。
叉
周
書
巻
十
六
〇
猫
孤
信
徳
に

一22・一
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猫
孤
信
、
雲
中
人
也
。
本
名
如
願
、
魏
氏
之
初
有
一
一
三
十
六
部
一
。
　
其
先
伏
留
屯
者
、
爲
二
部
落
大
人
一
興
レ
魏
倶
起
、
租
俊
尼
、
和
車

　
　
中
、
以
二
良
家
子
㌦
自
二
巽
中
一
鎭
二
武
川
一
、
因
家
レ
焉
。
文
庫
者
、
爲
二
領
民
角
長
一
。
少
雄
豪
有
二
節
義
一
　
北
州
成
敬
二
服
之
一
。

と
あ
り
、
猫
孤
伏
留
化
は
魏
初
三
十
六
部
の
一
に
し
て
部
落
大
人
で
あ
っ
た
。
我
が
國
、
徳
川
時
代
の
譜
代
大
名
の
如
き
者
で
あ
る
。
第

三
の
例
と
し
て
周
書
巻
†
七
－
劉
亮
縛
に

　
　
劉
亮
・
中
山
人
也
。
木
名
道
徳
、
祀
砧
連
、
魏
蔚
州
刺
史
。
父
持
眞
、
鎭
遠
將
軍
領
民
酋
長
。
魏
大
統
中
、
　
以
三
口
弛
著
勲
一
追
二
贈

　
　
車
騎
大
將
軍
儀
同
三
司
但
州
刺
史
一
。

と
あ
り
、
劉
鮪
連
は
刺
史
と
な
り
子
の
劉
持
眞
は
領
民
酋
長
と
な
っ
た
っ
北
朝
の
正
史
に
於
て
領
民
爾
長
の
號
が
示
さ
れ
て
み
る
の
昼
．
一

例
の
み
で
あ
ろ
。
爾
朱
羽
健
は
生
蕃
的
部
族
を
率
み
て
居
り
、
猫
孤
庫
、
は
譜
代
大
名
の
如
き
部
落
大
人
で
あ
り
、
最
後
の
劉
持
眞
は
刺
史

の
家
柄
で
あ
る
。
前
二
者
は
魏
初
に
驕
し
劉
持
眞
は
子
の
劉
亮
が
大
統
中
著
勲
を
立
て
九
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
父
は
魏
の
中
期
に
属
す

る
。

　
就
中
爾
朱
羽
健
の
子
、
榮
は
最
も
注
目
す
べ
き
人
物
で
あ
っ
て
北
魏
崩
壊
に
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
た
。

正
史
に
於
て
き
の
甦
睾
製
極
め
Σ
る
・
即
晶
｛
誘
岱
蕎
の
㌻
除
－
と
琶
層
義
士
三
千
余
人
を
襲
名

と
北
史
に
述
べ
て
み
る
。

　
羽
健
の
後
欝
徳
、
代
勤
と
領
民
酋
長
を
糠
ざ
、
父
新
興
為
叉
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
魏
書
巻
七
十
四
、
爾
来
榮
傳
に

　
　
父
新
興
・
太
和
牛
、
縫
爲
一
茜
長
一
。
家
世
豪
檀
、
財
貨
豊
蘇
、
曾
行
二
馬
耕
一
。
一
白
蛇
、
頭
有
一
南
頭
q
、
遊
二
於
馬
前
一
。
　
新
興
異
ヒ

　
　
之
謂
日
。
爾
若
有
レ
神
、
令
二
我
畜
牧
蕃
息
一
。
自
レ
是
之
後
　
日
畳
二
滋
盛
一
。
牛
羊
駝
馬
、
色
別
爲
レ
群
。
谷
口
厘
而
己
。
　
朝
廷
毎
レ
有
二

　
　
征
討
㌦
帆
献
二
私
馬
一
、
兼
備
二
資
糧
一
、
助
二
碑
軍
用
一
。
高
租
嘉
レ
之
、
除
二
方
將
軍
光
緑
大
夫
一
。
　
及
二
選
レ
浴
後
一
、
特
題
」
冬
期
．
京

，一 Q3一
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師
一
、
夏
蹄
中
者
部
落
上
。
毎
二
入
朝
一
諸
王
公
朝
貴
、
競
以
二
珍
翫
一
遺
レ
之
、
新
興
亦
報
以
二
名
馬
㌔
整
］
散
騎
常
侍
、
下
北
將
軍
、
秀
容

　
　
第
一
領
民
酋
長
］
。
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
あ
り
、
新
興
が
谷
を
以
て
量
る
程
の
畜
牧
を
有
し
征
討
す
る
毎
に
私
馬
を
献
じ
軍
備
に
供
へ
た
。
功
に
よ
り
高
租
の
時
代
に
第
一
領
民

角
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
飢
民
の
上
に
番
號
第
一
と
冠
せ
ら
れ
て
み
る
の
は
第
二
第
三
を
豫
想
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
が
事
實
止
史
に
は
第

三
迄
表
れ
て
み
る
。
更
に
周
書
に
よ
る
と
既
に
魏
初
に
第
一
領
民
酋
長
に
な
っ
た
者
が
居
る
。
即
ち
叱
列
伏
題
の
和
及
ぴ
高
宗
の
二
人
で

　
　
　
（
4
）
　
　
　
。
一

あ
る
。
叱
列
伏
輻
は
代
郡
西
部
の
人
で
刷
先
は
世
々
部
落
大
人
で
あ
っ
た
が
魏
初
に
入
附
し
て
第
一
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
伏
覇
は
父
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
こ

業
を
緩
い
で
領
民
酋
長
と
な
っ
た
と
あ
る
か
ら
矢
張
り
第
一
領
民
酋
長
で
あ
る
と
思
ふ
、
高
宗
の
傳
は
簡
軍
で
あ
る
が
高
句
麗
人
で
魏
初

衆
を
率
み
て
蹄
魏
し
て
第
一
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
從
っ
て
魏
初
太
齪
道
武
帝
の
代
か
ら
領
民
酋
長
と
番
號
の
冠
せ
る
領
民
酋
長
が
存
し

九
こ
と
に
な
る
。

　
爾
朱
羽
健
が
遽
洛
後
特
に
冬
上
京
し
夏
部
落
に
露
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
之
は
鴬
時
大
部
問
題
と
な
っ
た
こ
と
で
、
次
の
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ロ

に
立
つ
た
世
家
の
代
に
ぱ
外
人
が
洛
陽
の
暑
き
に
耐
へ
ら
れ
な
い
の
で
北
方
に
蹄
り
弛
い
と
願
ひ
出
た
が
一
．
兀
暉
の
上
奏
に
よ
っ
て
許
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
む

な
か
っ
た
。
南
宗
の
代
に
庫
秋
干
と
後
述
す
る
解
律
令
が
許
可
に
な
っ
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
。
亢
竜
洛
陽
伽
藍
記
巻
、
二
に

　
　
北
夷
酋
長
、
遣
レ
子
入
侍
者
、
常
秋
來
夏
蹄
、
避
二
中
國
之
熱
㌦
時
人
謂
二
之
雁
臣
㌔

と
あ
る
如
く
、
北
方
民
族
の
入
朝
者
は
秋
來
り
夏
餓
つ
た
の
で
雁
臣
と
言
は
れ
た
っ
爾
朱
新
興
は
所
謂
雁
臣
に
類
し
九
わ
け
で
あ
る
．
、
北

魏
の
最
盛
期
も
過
ざ
南
宗
の
代
に
な
る
と
北
鎭
に
叛
飢
が
起
り
沃
野
鎭
人
破
六
韓
抜
陵
が
蛮
漢
不
不
の
徒
を
糾
合
し
て
附
近
の
諸
鍾
、
を
襲

ひ
影
響
す
る
所
極
め
て
甚
大
で
あ
っ
た
。
然
し
鎭
定
す
べ
き
名
勝
は
最
早
中
央
に
は
見
ら
れ
す
之
を
鎭
定
し
た
の
は
從
來
中
央
と
は
醗
h

関
係
の
深
く
な
い
爾
朱
欒
で
あ
っ
た
。
粛
｛
示
は
彼
の
力
に
借
り
て
國
政
の
振
興
を
計
ら
ん
と
し
た
が
窺
太
后
一
派
は
先
ん
じ
て
南
宗
を
毒

一24一
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殺
し
た
の
で
榮
に
乗
ず
べ
き
機
會
を
與
へ
た
。
彼
は
孝
飛
帝
を
擁
立
し
て
入
洛
し
王
公
郷
士
を
殺
戮
し
天
下
を
疎
動
せ
し
め
た
。
然
し
て

領
民
酋
長
の
號
に
就
い
て
は
正
史
に
は
何
等
記
す
所
が
な
い
。
然
る
に
洛
陽
伽
藍
記
巻
一
、
永
寧
寺
條
に

　
　
建
義
曳
査
詣
朱
蓉
蟄
毒
於
此
上
竜
華
黍
、
北
秀
賓
也
．
養
一
笙
震
嚢
、
博
陵
郡
公
、
．
葉
八
議

　
　
家
、
有
二
鳩
敏
萬
匹
一
、
富
等
二
天
府
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
あ
り
・
武
泰
元
年
の
腎
以
後
に
改
元
裏
て
箋
と
な
つ
な
の
で
大
原
著
な
る
以
前
に
父
灘
ハ
高
じ
く
笙
箆
嚢
に
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
じ

ぜ
ら
れ
て
る
る
こ
と
続
か
需
ろ
£
議
家
嶺
有
し
巖
萬
匹
暑
し
莫
大
奮
の
所
纂
で
あ
3
．
さ
れ
肇
．
呈
年
自
ら

天
子
と
琶
霞
と
號
し
年
鼕
鼕
と
聾
呈
國
諺
婆
て
奪
．
露
の
書
は
身
金
甚
し
く
健
ば
粟
蝋
宋
に
よ
ぞ

入
洛
の
際
に
奪
ら
墾
欝
素
榛
僕
六
千
、
妓
女
五
百
を
箋
し
て
盾
富
矯
海
集
撃
宅
塘
宮
徒
敵
し
、
婆
．
暴

此
の
蟻
豪
妻
生
獲
な
い
と
記
義
義
ろ
が
、
稟
欝
か
岩
貴
族
望
活
と
劃
し
北
誘
一
叢
的
籍
を
糶
る
潟
で

あ
ら
ワ
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

其
他
築
に
箋
箆
糞
に
な
り
芸
人
に
代
人
縫
陳
黛
篤
邑
欝
岩
伏
葬
あ
る
．
床
輩
杏
な
る
と
義
の
附

せ
る
領
民
酋
長
が
多
い
の
で
あ
る
が
多
少
と
も
爾
朱
榮
と
関
係
せ
る
者
が
多
い
。
入
洛
後
は
威
勢
を
振
ひ
、
魏
翌
日
巻
七
＋
四
、
爾
朱
繁
侮

に　
　
或
有
二
僥
梓
一
飛
レ
富
者
。
皆
詣
レ
榮
承
候
。
得
二
其
啓
請
一
、
無
レ
不
レ
蓬
レ
之

と
云
ふ
が
智
で
脅
譲
器
雰
號
§
ク
あ
例
に
嚢
a
あ
と
思
、
一
．
雑
昏
饗
、
そ
の
子
金
、
孫
光
は
金
の
暴
と
一

族
か
ら
国
名
の
領
民
酋
長
が
出
て
み
る
。
北
齊
書
巻
十
七
　
解
律
金
傳
に

　
　
鮒
律
金
字
阿
六
敦
、
朝
州
勅
勒
都
人
也
。
高
耐
倍
俊
利
以
二
壮
勇
一
有
一
塞
表
一
、
道
武
降
卒
レ
戸
内
附
。
　
賜
一
一
爵
孟
都
公
．
。
祓
幡
地
斤
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殿
中
面
書
・
父
那
壌
光
禄
大
夫
第
一
領
民
酋
長
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
ロ

と
あ
り
、
北
邊
朝
州
の
勅
勒
都
人
で
あ
る
。
勅
勘
は
漢
人
の
云
ふ
高
車
或
は
丁
零
を
指
し
、
北
方
人
が
勅
勘
と
呼
ん
で
み
る
。
太
祖
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぼ
ロ

に
内
附
し
那
壊
に
至
っ
て
第
一
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
金
は
沃
野
鐘
．
人
破
六
韓
抜
陵
が
正
光
末
に
叛
鼠
を
起
す
や
、
金
は
衆
を
擁
し
て
之

に
驕
し
た
。
後
抜
陵
が
敗
滅
す
ろ
と
萬
戸
を
率
え
て
魏
に
降
り
第
二
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
冬
朝
夏
蹄
の
恩
典
を
與
へ
ら
れ
た
。
後
再
薄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

し
て
附
朱
筆
に
麗
し
、
後
憂
に
高
漱
に
從
っ
て
笛
一
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
輔
々
と
し
て
主
君
を
換
へ
て
る
る
が
戦
飢
の
常
で
あ
る
。
彼

の
．
性
格
に
就
い
て
北
史
巻
五
十
四
、
解
律
金
縛
に

　
　
金
性
質
置
、
不
k
識
二
文
字
㌔
木
名
敦
、
苦
二
其
難
レ
署
．
、
改
レ
名
爲
レ
金
。
從
二
其
便
易
㍉
猪
以
爲
レ
難
。
司
馬
子
如
、
敢
爲
二
金
字
【
作

　
　
レ
屋
、
況
其
手
。
乃
就
二
神
武
一
、
重
一
一
其
古
質
㌔
誠
二
文
嚢
一
日
O
　
両
所
レ
使
歩
漢
、
　
右
下
緩
二
此
人
一
著
上
勿
レ
、
信
レ
之
O
及
二
文
喪
嗣
㍉

　
　
爲
二
即
州
刺
史
一

と
あ
り
、
彼
の
性
質
は
質
朴
で
あ
る
が
文
字
を
知
ら
す
自
分
の
名
を
書
く
こ
と
も
出
來
な
か
っ
た
程
で
あ
る
。
叉
用
兵
に
は
、

　
　
望
レ
塵
細
工
馬
歩
多
少
一
、
嗅
レ
地
組
二
軍
度
遠
近
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
ロ

と
北
史
の
同
傳
に
あ
る
如
く
、
所
謂
匈
奴
の
法
を
用
ひ
高
撒
に
大
い
に
珍
重
さ
れ
た
。
金
の
、
長
子
光
は
父
の
死
後
成
陽
王
の
碍
と
共
に
併

せ
て
第
一
領
民
酋
長
を
覆
い
だ
。
金
の
如
く
に
騎
射
に
巧
み
で
あ
り
用
兵
に
は
匈
奴
の
法
を
用
ひ
た
。
光
の
子
羨
に
は
領
民
酋
長
の
號
が

　
　
　
　
　
　
パ
ル
ロ

な
い
。
金
の
兄
卒
は
、
爾
朱
榮
に
仕
へ
父
の
第
一
領
酋
長
の
號
を
受
け
縫
い
だ
．
、
か
く
て
餅
律
氏
は
一
皇
■
、
后
、
二
太
子
妃
を
出
し
、
三
公
主

を
納
れ
る
と
い
ふ
程
に
繁
榮
し
た
。

　
ハ
け
ロ

　
叱
列
延
慶
は
代
西
部
の
人
で
世
々
酋
帥
で
あ
っ
た
が
正
光
末
爾
朱
榮
に
随
っ
て
入
洛
し
西
部
第
一
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
叱
列
準
は
代

郡
西
部
の
人
で
第
一
領
罠
酋
長
と
な
つ
九
〇
北
郷
書
巻
二
十
、
叱
列
李
傳
に

一26一
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叱
梨
・
牢
篭
盛
郡
嘉
木
也
甚
爲
二
綿
一
．
奢
嚢
嚢
一
、
普
騎
射
一
、
襲
室
餐
婁
臨
輩
σ
孝
昌

　
　
末
、
抜
陵
反
叛
。
茄
茄
衆
、
入
二
越
馬
邑
一
。
．
卒
以
統
レ
軍
、
属
有
二
戦
功
一
。

と
あ
り
、
文
面
に
よ
る
と
孝
昌
末
技
陵
が
反
叛
し
た
の
で
あ
る
か
ら
彼
が
第
一
領
民
酋
長
と
な
つ
九
の
は
孝
昌
以
前
と
な
る
が
、
抜
陵
が

反
叛
し
た
の
は
魏
書
巻
九
帝
紀
に
よ
る
ど
明
か
に
正
光
五
年
三
月
に
な
っ
て
居
る
の
で
孝
昌
は
正
光
の
誤
で
あ
る
。
叱
列
車
は
矢
張
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ハ
ロ
ロ

爾
朱
榮
に
從
っ
て
み
る
。
叱
列
無
慶
、
叱
列
準
は
先
の
叱
列
状
塾
と
同
族
と
思
は
れ
る
。
破
六
韓
孔
雀
は
北
邊
附
化
（
山
西
省
太
原
の
西

方
）
の
人
で
匈
奴
軍
干
の
後
衛
で
世
々
部
落
を
領
し
弛
酋
長
の
家
柄
で
、
宗
人
の
抜
陵
が
鼠
を
駕
し
た
時
に
部
下
一
萬
人
を
率
み
て
爾
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ド
ロ

榮
に
降
り
第
一
領
民
酋
長
と
な
る
。
叉
孔
雀
の
子
宮
は
高
漱
の
起
義
に
功
あ
り
死
後
第
一
領
民
酋
長
を
聡
ら
れ
た
。
念
賢
は
酉
邊
の
金
城

抱
窄
（
甘
粛
密
）
の
人
で
大
家
子
で
あ
る
が
北
邊
の
武
川
鎭
に
移
り
高
車
鮮
卑
等
を
招
慰
し
て
功
が
あ
り
永
煕
中
第
一
領
民
酋
長
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
レ

奄
欝
戸
領
し
て
審
奮
蓼
髪
が
懸
黒
ま
れ
て
殺
害
さ
軽
．
高
市
貴
は
北
崖
．
無
の
人
で
孝
・
場
語
の
潮
姦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヨ
も

し
藻
生
し
・
粟
蒙
叢
蓼
擁
辛
る
一
に
及
び
箋
箆
篁
と
な
晃
．
時
代
は
建
蓄
で
碧
．
穣
壕
の
皆
明
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

な
ら
す
魏
末
の
中
興
年
間
第
一
領
民
酋
長
と
な
り
後
高
漱
に
從
つ
九
。
王
懐
は
代
人
藩
孤
延
と
共
に
韓
橦
の
叛
を
雫
寇
し
た
の
で
あ
る
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ロ

ら
代
出
身
か
或
は
そ
の
附
近
と
思
は
れ
る
。
稗
孤
延
は
高
漱
の
起
義
に
從
ひ
第
一
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
梁
禦
は
安
定
（
廿
粛
屑
）
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
ロ

で
あ
る
が
後
北
邊
の
武
川
鎭
に
移
り
爾
来
天
光
に
從
ひ
功
に
よ
り
第
一
領
民
酋
長
と
な
っ
た
。
歩
大
汗
薩
は
太
安
狭
那
（
山
西
省
蕎
陽
縣
‘

の
西
）
の
人
で
正
光
末
の
擾
鼠
に
際
し
て
爾
朱
榮
に
從
ひ
後
高
徴
に
從
ひ
て
第
三
領
民
酋
長
と
な
つ
ね
。
以
上
に
よ
り
第
一
か
ら
第
三
ま

で
の
領
民
酋
長
が
あ
り
鮒
律
金
の
場
合
に
よ
り
第
二
か
ら
第
一
へ
と
進
ん
で
居
り
第
一
が
優
位
で
あ
る
こ
と
が
明
か
な
り
。

　
　
　
　
　
　
も

次
に
問
題
と
な
る
の
は
高
警
あ
ぞ
、
最
初
矯
雀
覧
譽
れ
お
で
あ
る
が
．
榮
謀
響
暑
、
に
及
ん
で
爾
朱
蕨
を

討
伐
し
途
に
孝
静
帝
を
擁
立
し
東
魏
を
起
し
九
。
北
奔
書
巻
一
、
一
帝
紀
に

一
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司
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更
．
一

、

γ

　
　
声
高
組
、
神
武
皇
帝
、
牲
高
名
微
、
字
賀
六
渾
、
渤
海
修
人
也
、
六
世
説
隠
、
膏
立
菟
太
守
。
陰
生
レ
慶
、
慶
生
レ
泰
、
泰
・
生
レ
湖
。

　
　
三
世
仕
二
慕
麻
氏
一
、
及
二
蕃
客
寳
欺
國
胤
一
、
湖
率
レ
衆
鮒
レ
魏
、
爲
二
方
將
軍
㌔
湖
生
二
四
子
一
、
第
三
子
詮
仕
レ
魏
、
位
至
二
侍
御
史
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
坐
レ
法
碇
星
懐
朔
鎭
一
。
（
中
略
）
神
武
既
累
二
世
北
．
邊
一
、
故
習
二
其
俗
一
、
途
同
ご
鮮
卑
一
、
長
而
深
沈
有
二
大
度
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ピ

と
あ
り
、
渤
海
の
…
修
人
と
し
て
あ
る
が
之
に
就
い
て
濱
口
重
國
氏
の
精
緻
な
る
論
文
に
よ
り
循
作
の
系
譜
な
る
こ
と
が
喝
破
さ
れ
た
。
即

ち
高
漱
は
名
も
な
い
家
の
出
身
で
あ
る
が
覇
者
と
な
る
爲
に
常
時
漢
族
に
し
て
魏
朝
の
名
臣
で
あ
ろ
高
允
の
系
圖
に
関
係
さ
し
九
も
の
で

あ
る
。
親
父
湖
ぱ
北
邊
に
居
り
習
俗
は
鮮
卑
に
類
し
、
字
の
如
き
も
賀
六
渾
で
あ
り
勅
勤
人
の
鱈
律
金
が
阿
六
敦
と
云
ふ
の
と
相
通
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
カ
ロ

も
の
で
あ
る
。
爾
来
榮
に
仕
へ
て
策
三
鍾
人
酋
長
と
な
つ
九
つ
彼
は
榮
の
幕
内
に
あ
り
大
攣
、
信
任
が
厚
く
、
榮
は
自
分
の
後
糠
者
は
一
族

の
者
よ
り
此
の
賀
六
渾
で
あ
る
と
部
下
の
前
で
公
言
し
た
程
で
あ
る
。
然
し
榮
が
死
す
る
や
彼
は
巧
に
衆
を
誘
ひ
て
爾
朱
氏
一
族
誅
滅
を

舅
な
彼
は
輩
義
人
あ
製
麺
藻
從
し
㌔
灘
讐
孕
七
に
よ
る
と
輩
清
し
て
は

　
　
漢
民
是
汝
奴
、
夫
爲
レ
汝
耕
、
婦
爲
レ
汝
織
、
輪
二
汝
築
島
一
、
令
二
汝
温
飽
．
一
、
汝
何
爲
陵
レ
之
。

と
云
ひ
、
叉
一
方
漢
人
に
封
し
て
は
、

　
　
鮮
卑
是
汝
奴
客
、
得
二
汝
一
餅
粟
一
麗
絹
一
、
爲
レ
汝
撃
レ
賊
、
令
H
汲
安
寧
一
、
汝
何
爲
疾
レ
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
驚
）

と
申
し
て
、
お
五
に
矜
持
を
持
た
し
め
て
雫
の
無
い
よ
う
に
し
た
ρ
爾
朱
度
律
が
節
関
帝
を
擁
立
し
た
特
高
獄
を
緩
摩
し
渤
海
王
に
爲
謙
、
・

ん
と
し
九
が
辞
し
九
の
で
第
一
鎮
人
酋
長
と
し
た
。
高
徽
は
北
齊
書
、
北
東
共
に
鎭
人
酋
長
と
な
っ
て
居
る
。
外
に
口
2
人
万
俊
普
が
北

齊
書
巻
二
十
七
に
於
て
山
西
扮
城
の
匈
奴
で
正
光
末
第
二
領
人
酋
長
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
居
る
が
北
史
巻
五
十
三
に
於
て
は
第
二

鎭
人
酋
長
と
な
っ
て
み
ろ
。
元
來
魏
書
の
各
例
及
洛
陽
伽
藍
記
に
は
領
民
酋
長
と
あ
り
碑
文
に
も
領
民
酋
長
と
残
っ
て
み
る
。
然
る
に
北

史
に
於
て
は
糖
て
頭
人
と
し
て
人
の
字
を
用
み
て
み
る
。
股
木
周
書
雀
　
の
金
文
淳
の
後
註
に
よ
る
と
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太
宗
誰
世
民
、
凡
借
字
皆
作
二
代
字
一
、
民
字
皆
作
二
人
宇
一
。
此
書
聞
有
下
存
二
其
蕎
一
者
上
。
．
然
已
改
二
十
之
七
八
一
突
。
大
約
八
書
惟
南

　
　
北
史
多
右
上
其
蕎
一
。
管
書
太
宗
自
撰
、
而
景
子
、
景
寅
之
類
、
倶
無
三
存
者
一
。
其
爲
一
一
後
人
妄
改
一
者
鼻
突
。

と
あ
り
、
唐
太
宗
の
誹
は
世
民
で
あ
る
か
ら
世
民
の
字
を
避
け
て
民
字
は
人
字
を
用
み
た
こ
と
が
蓮
べ
ら
れ
て
る
る
。
從
っ
て
唐
代
以
前

の
正
史
は
皆
人
字
を
用
み
た
が
後
改
め
ら
れ
て
了
つ
た
、
只
南
北
史
が
奮
夕
存
す
と
述
べ
て
み
る
の
で
あ
る
。
故
に
北
史
の
領
人
酋
長
は

領
民
酋
長
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
万
侯
普
が
北
史
で
は
鎭
人
と
な
っ
て
み
る
が
領
民
と
訂
正
’
。
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
、
勿
論
當
時
鎭
人
と

は
北
鎭
の
人
々
を
指
す
が
北
鎭
は
夫
々
武
川
鎭
と
か
懐
湖
鎭
の
よ
う
に
固
有
名
詞
を
持
ち
番
號
を
附
し
て
第
何
鎭
と
申
し
た
例
は
な
い
。

第
二
鎭
人
酋
長
と
云
ふ
の
も
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
層
、
筒
漱
が
北
齊
書
、
北
東
共
に
銀
人
に
な
っ
て
み
る
が
、
彼
の
出
身
は
鮮
卑
の
血
が

混
じ
た
と
思
は
れ
る
節
が
あ
り
、
然
か
も
爾
朱
榮
の
幕
内
に
あ
っ
九
、
榮
の
部
下
で
領
β
酋
長
の
號
を
授
け
ら
れ
た
者
が
多
い
中
に
只
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

人
彼
が
銀
人
爾
長
の
號
を
受
け
る
と
い
ふ
こ
と
も
理
解
出
來
な
い
こ
と
で
當
然
領
民
酋
長
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
明
ら
か
に
番
號
の
冠
せ
る
領
民
翁
長
を
列
卑
し
た
が
、
死
後
に
贈
ら
れ
た
破
六
韓
常
や
叉
父
の
第
一
領
民
酋
．
長
を
飛
い
だ
ど
思
は

れ
る
叱
列
状
縮
を
入
れ
更
に
領
民
酋
長
の
號
の
み
の
張
景
略
の
祀
、
爾
朱
朋
健
、
猫
孤
座
及
ぴ
劉
持
眞
を
加
へ
る
と
二
十
七
名
と
な
る
。

　
　
（
艶
）

（
別
表
参
照
）

次
に
種
族
別
に
類
別
す
れ
ば
、

　
一
、
鮮
卑
系
　
　
八
名

　
　
　
乞
伏
纂
、
高
歓
、
覇
斑
状
留
屯
、
．
爾
未
明
健
、
爾
朱
新
興
、
爾
朱
榮
、
牌
孤
延
、
候
莫
陳
状
．
頽

　
二
、
匈
奴
系
、
　
西
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
万
俊
普
、
破
六
韓
孔
雀
、
破
六
韓
．
常
、
歩
大
汗
薩

一　29一
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三
、
勅
勘
系
　
　
四
名

　
　
　
斜
律
那
譲
、
鱈
律
金
、
解
律
卒
、
解
律
光
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尋

　
．
四
、
代
郡
西
部
　
　
五
名

　
　
　
叱
列
伏
覇
の
祀
、
叱
初
伏
鐘
、
叱
列
延
慶
、
叱
列
李
、
王
懐
、

　
五
、
其
の
他
　
　
六
名

　
　
　
高
宗
、
高
市
貴
、
念
賢
、
梁
禦
、
張
景
略
の
祀
　
劉
持
眞

と
な
る
、
尤
も
出
身
が
明
示
さ
れ
て
居
な
い
の
で
推
定
に
よ
っ
た
者
が
あ
る
。
從
っ
て
正
確
で
あ
る
と
云
へ
な
い
が
大
休
の
傾
向
を
知
る

こ
と
が
出
來
る
。
代
郡
西
部
は
鮮
卑
か
匈
奴
に
含
ま
る
べ
喜
む
の
で
あ
ら
う
が
正
史
に
は
代
郡
西
部
と
記
さ
れ
て
み
る
の
で
一
項
目
を
作

っ
た
。
穂
括
し
て
鮮
卑
、
匈
奴
、
勅
勒
等
の
北
方
民
族
に
多
い
こ
と
に
な
る
。
又
地
方
別
に
類
別
す
る
と
北
邊
二
十
一
名
、
酉
邊
が
二
名
、

其
の
他
が
四
名
と
な
り
北
邊
が
圧
倒
的
に
多
い
。
時
代
的
に
類
別
す
る
と
魏
初
に
五
名
、
中
期
に
二
名
、
魏
末
に
二
十
名
と
な
る
。
要
す

る
に
領
民
酋
長
の
、
號
は
北
邊
に
あ
り
た
る
北
方
民
族
で
あ
っ
て
北
魏
禾
に
多
い
。

　
更
に
領
民
酋
長
の
内
容
に
就
い
て
考
察
を
す
れ
ば
、
階
書
巻
五
＋
五
、
爾
来
敬
傳
に

　
　
爾
朱
数
字
乾
羅
、
秀
容
契
胡
人
、
爾
朱
榮
族
子
也
。

と
あ
り
、
爾
朱
榮
は
明
か
に
契
胡
人
と
し
て
み
る
。
羽
健
が
契
胡
の
武
士
千
七
百
人
を
率
み
て
太
耕
に
從
つ
た
と
云
ふ
が
、
．
契
胡
の
一
部

族
が
あ
り
朋
健
が
そ
の
酋
長
で
あ
っ
た
。
叉
洛
陽
伽
藍
記
巻
一
に
は

　
　
惟
黄
門
侍
郎
徐
紘
日
、
爾
朱
榮
・
馬
邑
小
胡
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ロ

と
云
ひ
、
叉
北
史
に
て
は
扮
州
胡
を
以
て
叛
逆
し
た
と
記
し
て
あ
る
。
以
上
に
よ
り
爾
来
榮
は
契
胡
で
あ
っ
て
そ
の
部
下
は
契
胡
を
中
心

一　30　一

　f　　■　　“　　一

輝



一

バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

と
す
る
も
次
第
に
沿
州
胡
も
加
つ
た
。
叉
北
方
民
族
の
風
習
を
示
す
も
の
と
し
て
屡
鋳
像
を
以
て
占
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
拓
蹟
朝
の

初
期
に
於
て
道
武
帝
、
明
元
帝
は
金
人
を
鋳
て
皇
后
の
選
揮
を
占
っ
て
み
る
。
爾
朱
榮
も
之
を
信
じ
て
居
り
、
孝
蕪
帝
を
擁
立
す
る
時
に

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ツ
む

鋳
造
し
、
叉
後
に
鰹
位
の
異
圖
を
抱
い
た
折
、
己
の
像
を
四
度
迄
作
っ
た
が
失
敗
し
た
の
で
あ
る
と
魏
書
に
記
し
て
あ
る
、
之
等
も
北
方

民
族
に
行
は
れ
て
居
っ
た
迷
信
を
堅
く
信
じ
て
居
っ
た
。

　
叉
契
胡
が
狂
暴
な
る
一
図
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
北
齊
省
港
一
に

　
　
葛
榮
衆
、
流
二
入
井
津
一
者
二
十
餓
萬
、
爲
二
契
明
陵
暴
一
、
皆
不
二
柳
生
一
、
大
小
二
十
六
反
、
諒
夷
者
、
落
草
窮
不
レ
止
。

と
あ
り
、
蔦
榮
の
徒
が
飢
を
起
し
、
井
州
、
即
州
に
流
入
し
た
折
、
契
胡
の
丸
め
散
々
な
目
に
遭
遇
し
た
。
．
叉
北
齊
書
巻
一
帝
紀
に

　
　
紳
武
自
向
二
山
東
一
、
養
レ
士
繕
レ
申
禁
二
俣
掠
一
、
百
姓
館
心
。
及
詐
爲
レ
書
、
言
丁
爾
朱
兆
將
西
以
二
六
鎭
人
日
醍
契
胡
一
爲
乙
部
曲
甲
、
衆

　
　
皆
愁
怨
。

と
あ
り
、
高
漱
は
爾
朱
兆
が
六
鎭
人
を
契
胡
に
配
し
て
部
曲
に
す
る
と
宣
博
し
た
の
で
衆
皆
愁
怨
し
九
。
然
し
て
彼
等
が
編
民
と
し
て
扱

は
れ
た
か
ど
う
か
に
就
い
て
考
察
を
進
め
る
、
史
林
第
二
十
巻
、
第
三
號
に
於
て
内
田
吟
風
氏
が

　
　
道
武
帝
は
夙
に
部
落
を
散
じ
て
故
族
長
と
故
酋
長
と
の
交
通
を
嚴
禁
し
、
普
通
の
州
都
政
治
を
勤
行
し

『
と
申
さ
れ
て
み
る
如
く
、
部
落
を
総
て
解
散
せ
し
め
編
民
と
し
土
の
で
あ
る
。
然
し
魏
書
巻
百
三
、
高
車
傳
に
よ
る
と
、

　
　
太
祖
時
、
分
二
散
諸
部
一
、
唯
高
卓
以
レ
類
轟
猿
、
不
レ
任
二
使
役
一
、
故
得
・
別
爲
二
部
落
一

と
あ
り
、
高
卓
族
は
編
民
と
し
た
蹴
れ
ど
も
使
役
に
耐
へ
な
い
の
で
府
別
部
落
を
形
成
し
池
。
叉
稽
胡
の
場
合
を
見
る
と
北
史
巻
九
十
六

に
　
　
稽
胡
、
一
日
歩
落
稽
、
蓋
匈
奴
別
種
、
劉
元
海
、
五
部
之
苗
裔
也
。
或
云
二
山
戎
、
赤
秋
之
後
一
。
自
二
離
石
以
西
一
安
定
以
東
、
方
八

、

一31一
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百
里
、
居
二
山
谷
間
一
、
種
類
繁
熾
。
其
俗
土
蕃
亦
知
ご
種
田
一
、
地
少
桑
蚕
一
多
衣
二
麻
布
㌔
（
中
略
）
難
下
分
二
統
郡
縣
一
列
中
於
編
戸
上

　
　
然
輕
一
一
其
径
賦
㌦
有
レ
異
ゴ
華
人
㌔
山
谷
阻
深
音
叉
未
二
藩
役
鵬
㌔
而
凶
桿
侍
レ
瞼
爲
レ
憲
。

と
あ
り
、
稽
胡
は
漢
東
南
下
せ
る
匈
奴
の
後
裔
で
、
今
日
の
山
西
省
中
部
の
西
方
か
ら
黄
河
の
対
岸
に
分
布
し
て
居
っ
た
．
、
彼
等
は
郡
縣

に
分
れ
て
編
戸
と
な
つ
九
が
、
徭
役
や
賦
税
は
輕
く
て
一
般
華
人
と
異
っ
て
み
た
。
更
に
山
奥
の
住
者
は
少
し
も
徹
役
せ
ざ
る
者
も
あ
っ

た
。
從
っ
て
編
戸
と
云
づ
て
も
種
々
な
る
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
叉
一
方
北
方
民
族
で
編
戸
を
好
ま
ぬ
例
も
あ
る
。
魏
書

巻
九
上
、
景
穆
十
二
王
土
に

　
　
（
元
遙
）
甫
宗
初
、
累
遽
二
太
光
緑
大
夫
㌔
伽
領
二
護
軍
一
、
遷
車
輿
州
刺
史
㌔
　
（
元
）
遙
以
三
諸
胡
先
無
一
箱
貫
］
、
姦
良
莫
レ
桝
、
悉

　
　
令
レ
蓮
レ
籍
。
叉
単
語
胡
一
設
レ
籍
、
．
當
三
親
レ
之
以
充
一
軍
用
一
、
胡
人
不
レ
願
共
構
。

と
あ
り
、
諦
胡
の
箱
か
無
い
の
で
善
悪
を
癬
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
叉
課
税
や
賦
役
も
出
来
な
い
の
で
籍
を
設
け
ん
と
し
た
が
胡
人

は
願
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
編
民
を
多
く
せ
ん
と
す
る
の
は
北
魏
の
重
大
な
政
策
で
あ
っ
て
三
長
制
も
そ
の
顯
で
あ
る
。
然
し
一
時
に

一
般
編
民
と
平
等
の
義
務
を
負
は
せ
る
こ
と
は
種
々
な
る
困
難
が
あ
っ
た
。
高
車
の
或
部
族
の
如
く
特
別
扱
ひ
に
し
た
場
合
も
あ
る
し
、

稽
胡
の
如
く
篠
賦
を
輕
く
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
場
合
も
あ
る
。
■
爾
朱
氏
の
契
胡
の
如
き
も
、
相
當
狂
暴
姓
を
持
っ
て
屠
っ
た
か
ら
一
般

編
民
と
同
じ
扱
ひ
に
し
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
じ
v
爾
朱
氏
に
或
程
度
の
権
限
を
與
へ
部
落
の
取
締
に
任
ぜ
し
む
る
こ
と
が
最
も
得
策
で
あ

っ
九
の
で
あ
る
〇
一
種
の
囑
摩
政
策
と
申
す
べ
き
で
あ
・
ら
う
。

　
然
し
て
領
民
の
領
掌
が
常
時
種
々
な
る
場
合
に
用
ひ
ら
れ
て
居
っ
た
。
魏
書
雀
十
九
中
、
任
城
王
誰
傅
に

　
　
叉
奏
、
利
國
済
民
、
肝
レ
宣
一
振
興
者
一
、
十
條
（
中
略
）
九
日
、
這
長
禁
レ
姦
、
不
レ
得
レ
騙
越
相
領
戸
一
、
不
レ
慌
者
随
レ
近
井
合

と
あ
り
、
隣
里
懲
の
郷
里
組
織
の
三
長
が
支
配
す
る
民
家
を
領
戸
と
標
し
て
み
る
如
き
で
あ
る
〇
三
長
が
支
配
す
る
範
園
は
戸
数
が
軍
位

一　32　一
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で
あ
る
か
ら
賞
然
領
戸
と
欝
し
九
の
で
あ
る
。
叉
北
齊
書
巻
四
十
■
傳
伏
傳
に

　
　
傭
伏
、
太
安
人
也
。
父
元
興
、
儀
同
北
蔚
州
刺
史
。
伏
少
從
r
戊
、
以
一
聯
功
一
、
納
至
二
開
府
永
橋
領
民
大
都
督
一
。
周
帝
崩
、
攻
二
河

　
　
陰
一
、
伏
自
ン
橋
夜
度
、
入
守
二
渾
城
一
。

と
あ
り
疎
伐
が
響
芙
蓉
で
あ
る
蕪
か
良
治
に
皇
胤
ハ
し
お
毒
昊
響
と
し
を
考
2
．

　
以
上
の
考
が
許
さ
れ
、
ば
領
民
酋
長
と
は
完
全
な
ら
ざ
る
領
民
、
即
ち
、
籍
に
入
っ
て
み
る
が
篠
賦
に
差
異
の
あ
る
編
民
を
統
率
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ポ
ロ

酋
長
の
意
で
あ
ら
う
。
然
か
も
そ
の
領
昆
酋
長
に
は
順
位
が
あ
り
第
三
、
第
二
、
第
一
と
上
位
に
な
る
。
晴
書
巻
百
二
十
七
、
石
官
志
に

は
北
齊
の
官
制
と
し
て
、
第
三
領
民
酋
長
は
規
從
第
五
品
で
諸
州
中
正
と
個
品
で
第
二
領
民
酋
長
は
親
從
第
四
・
叩
で
第
一
領
民
酋
長
は
税

從
第
三
品
と
な
る
。
更
に
同
條
に
不
領
民
酋
長
の
號
が
あ
る
、
矢
張
り
第
三
、
第
二
、
第
一
と
あ
り
そ
の
意
味
に
就
い
て
は
何
等
記
す
所

・
が
な
い
。
正
史
の
何
虎
に
於
て
も
具
体
的
に
例
を
見
る
こ
と
が
嵩
來
な
い
。
推
測
す
れ
ば
、
　
不
領
民
と
は
編
民
を
領
せ
ざ
る
の
意
に
し

て
、
飾
服
せ
る
部
族
が
未
だ
戸
籍
に
編
入
せ
ざ
る
場
合
、
そ
の
酋
長
の
地
位
を
確
認
し
て
不
領
民
酋
長
の
號
を
授
け
た
も
の
で
あ
ら
う
。

而
て
不
領
民
酋
長
は
領
民
酋
長
よ
り
勲
品
が
一
段
階
下
級
と
な
っ
て
み
る
。
叉
同
條
に
酋
長
の
外
に
夫
々
庶
長
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
即
ち
部
族
の
多
少
に
よ
り
酋
長
慮
．
長
の
別
が
あ
っ
九
。
魏
書
巻
九
、
粛
宗
紀
に

　
　
延
昌
四
年
九
月
乙
巳
・
皇
太
后
親
覧
一
食
機
一
詔
日
・
（
中
略
）
比
翼
方
未
レ
繍
、
徐
城
遣
擾
、
將
統
久
雰
、
士
卒
疲
弊
、
並
遣
一
海
慰
一

　
　
賜
以
二
衣
鳩
㌔
縁
邊
州
鎭
、
固
拝
之
努
、
朝
方
酋
庶
、
北
面
所
レ
委
。
亦
令
三
努
賓
以
副
二
其
心
］
。

と
あ
り
、
棚
方
の
酋
廠
に
北
面
の
武
備
を
委
任
す
る
の
意
味
が
述
べ
ら
れ
て
偽
る
夢
、
之
は
酋
長
、
廉
長
の
存
在
を
示
す
も
の
と
思
ふ
。

叉
魏
書
巻
二
十
、
孝
静
紀
に

　
　
天
奉
三
年
二
肝
丁
酉
、
詔
歩
一
齊
文
嚢
王
、
使
持
節
荷
書
令
、
大
行
台
大
都
督
一
週
二
鮮
卑
、
高
車
酋
庶
一
、
皆
隷
之
レ
。
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1

と
あ
り
、
齊
文
裏
王
即
ち
高
微
の
子
高
澄
が
大
行
台
大
都
督
に
任
ぜ
ら
れ
、
鮮
卑
、
高
車
の
酋
燃
が
之
に
隷
風
し
た
と
穗
せ
る
が
．
此
の

酋
庶
も
酋
長
、
廉
長
と
解
す
ろ
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
領
民
酋
長
制
は
北
朝
の
北
魏
、
北
齊
に
於
て
北
方
民
族
が
降
服
し
た
場
合
に
編
民
と
し
た
け
れ
ど
も
直
ち
に
一
般
華
人
と
同

じ
徳
賦
を
課
す
る
こ
と
な
く
種
々
な
る
段
階
を
設
け
て
特
殊
部
落
を
形
成
し
、
そ
の
翁
長
に
號
を
與
へ
て
覇
廉
政
策
を
行
っ
た
。
北
魏
の

太
祖
道
武
帝
の
登
園
の
初
年
に
設
け
ら
れ
た
が
北
魏
未
の
擾
飢
期
に
多
く
、
北
方
民
族
を
糾
合
せ
る
爾
朱
榮
や
高
撒
は
巧
み
に
此
の
號
を

利
用
し
た
。

　　－　甲
『

　
　
　
L
n
口
　
　
お

　
　
　
魯
　
　
］
へ
蕗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
（
1
）
金
石
華
編
　
巻
三
十
八

　
　
　
　
　
張
景
略
銘

　
　
　
　
　
　
碑
高
廣
倶
一
尺
八
寸
、
十
七
行
、
行
十
七
字
、
隷
書
今
在
二
彰
徳
府
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
ゆ

　
　
君
諌
景
略
、
燕
州
上
谷
人
。
漢
司
從
華
之
後
也
。
皇
帝
布
謹
、
將
相
蝉
聯
、
備
諸
圖
史
、
其
可
伊
述
。
頑
駆
騎
大
將
軍
第
一
領
民
酋
長

　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
支
城
公
。
叉
遷
燕
州
諸
軍
単
燕
州
刺
史
。
　
（
蹴
下
略
）

　
（
2
）
魏
書
巻
百
十
三
、
官
氏
志
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
初
帝
（
太
祖
道
武
帝
）
、
欲
法
二
言
純
法
一
、
毎
三
於
制
二
定
官
號
一
、
多
不
レ
依
一
周
漢
之
奮
名
一
。
或
取
二
諸
身
一
、
或
取
一
諸
物
一
、
或
以
二
民

　
　
事
一
、
皆
様
二
遠
古
雲
鳥
之
義
一
。
諸
曹
走
使
謂
一
乏
見
鴨
一
、
取
二
飛
之
迅
遽
一
。
以
二
伺
察
者
一
、
爲
二
候
官
一
謂
二
之
白
鷺
一
。
取
二
其
延
頸
望

　
　
遠
一
〇
自
余
之
官
義
皆
瀬
レ
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

毒
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（
3
）
北
齊
書
巻
二
十
五
、
王
紘
傳
。
王
紘
字
帥
羅
、
大
安
狭
那
人
也
、
爲
二
小
部
茜
帥
一
。

　
北
齊
書
巻
二
十
七
、
可
宋
渾
元
傳
覧
可
朱
揮
元
、
字
通
元
、
自
．
云
之
二
進
東
人
一
．
、
世
爲
二
渠
帥
一
、
魏
時
、
擁
レ
衆
内
附
。

（
4
）
魏
書
巻
二
十
、
叱
列
伏
魑
傳
、

（
5
）
魏
■
書
巻
二
＋
九
、
高
淋
傳
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
6
）
魏
書
巻
＋
五
、
昭
成
子
孫
傳
、

　
忠
子
暉
、
字
景
襲
、
少
沈
敏
頗
渉
二
文
史
】
。
世
宗
即
位
、
舞
二
荷
書
主
客
郎
一
、
巡
二
省
風
俗
一
、
還
奏
レ
事
聡
レ
旨
、
爲
二
絵
事
黄
門
侍
郎
一
。

　
初
商
祓
遷
レ
洛
、
而
在
レ
位
誓
貴
、
皆
難
於
移
徒
一
、
時
欲
レ
和
二
合
衆
情
一
、
　
途
許
二
冬
期
屠
レ
南
、
夏
便
居
レ
北
、
誰
宗
、
頗
惑
二
左
右
之

　
．
、
∬
、
外
人
、
途
有
一
一
還
北
之
開
一
、
至
下
乃
膀
二
費
用
宅
一
、
不
吾
安
二
其
居
一
、
暉
乃
請
間
言
レ
事
。
世
宗
日
、
、
先
皇
遷
都
之
日
、
　
本
期
二
冬

　
南
夏
北
岬
、
験
欲
レ
薫
臨
運
成
語
一
、
故
有
二
外
人
之
論
一
、
暉
日
、
先
皇
移
レ
都
、
禽
二
百
姓
攣
土
一
、
故
稜
二
冬
夏
二
居
之
詔
一
、
権
寧
二
物
意
一

　
耳
。
乃
是
常
時
之
言
、
實
非
二
先
皇
深
意
一
、
且
北
來
遷
人
、
安
居
歳
久
、
公
私
計
立
、
無
一
復
選
情
一
。
陛
下
終
工
高
測
定
鼎
之
業
一
、
勿
レ

　
信
邪
、
臣
不
レ
然
二
之
読
一
、
世
宗
從
レ
之
。

（
7
）
北
史
雀
五
＋
四
、
庫
秋
干
傳
。

（
8
）
魏
書
巻
九
、
帝
紀
．
、
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
“

（
9
）
洛
陽
伽
藍
記
巻
三
。

（
1
0
）
北
野
書
巻
十
九
、
侯
莫
陳
相
傳
。

（
1
1
）
階
書
巻
五
十
五
、
乞
伏
慧
傳
。

（
1
2
）
魏
書
巻
百
三
、
高
車
傳
。
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高
車
蓋
北
秋
之
餓
種
、
初
號
爲
二
秋
歴
】
、
北
方
以
爲
二
勅
勒
一
、
諸
夏
以
爲
二
高
車
、
丁
零
一
。
其
語
略
與
二
匈
奴
一
同
。
而
時
有
二
少
異
一
、

　
或
云
二
其
先
匈
奴
之
甥
一
也
、
其
種
有
二
秋
氏
、
表
紘
氏
、
鮒
律
氏
、
解
批
氏
、
護
骨
氏
、
異
奇
氏
。

（
1
3
）
北
齊
書
巻
十
七
．
鮒
律
金
傅
。

　
正
光
末
、
破
六
韓
抜
陵
構
レ
逆
、
金
擁
レ
衆
馬
㌧
鴬
。
陸
戦
二
金
玉
號
一
、
金
度
レ
陵
終
敗
滅
、
乃
統
二
所
部
万
戸
一
、
詣
二
雲
州
一
請
レ
降
、
即

　
竣
工
第
二
領
民
酋
長
一
。
棺
引
南
出
二
黄
瓜
堆
一
、
爲
二
杜
洛
凋
一
所
レ
破
、
部
衆
分
散
、
余
興
二
見
禦
一
二
人
、
脱
レ
身
帰
二
爾
朱
榮
一
、
　
榮
表
レ

　
金
爲
二
別
將
一
、
累
蓬
一
一
都
督
一
。
　
（
中
略
）
武
定
初
、
北
豫
州
刺
史
高
仲
密
、
嫁
二
城
西
一
叛
。
周
女
帝
入
二
選
洛
陽
一
、
あ
口
回
租
使
・
－
一
命
統
二
劉

　
豊
、
大
汗
歩
薩
等
歩
騎
敷
萬
一
、
守
二
河
陽
城
一
以
拒
レ
之
・
、
尚
祠
封
、
価
破
二
密
軍
一
、
還
除
二
大
司
馬
】
、
　
改
封
二
石
城
郡
公
】
、
　
邑
一
千

　
戸
、
韓
二
第
一
領
民
茜
長
一
、

（
1
4
）
北
齊
書
巻
十
七
、
鱈
律
光
偲
，
、

　
先
レ
是
、
世
朔
命
納
二
光
第
二
女
一
、
爲
二
太
子
妃
一
。
大
統
元
年
、
拝
爲
・
皇
后
一
、
其
年
、
光
軸
二
大
將
軍
一
。
三
年
六
月
、
　
父
喪
去
レ
官
、

　
其
月
、
詔
起
二
光
及
真
勇
羨
］
、
並
復
二
前
任
一
、
秋
、
除
二
太
保
一
襲
二
欝
城
陽
モ
一
、
井
襲
二
第
一
領
民
角
長
一
、
別
封
二
武
徳
郡
公
一
．
。

（
1
5
）
北
齊
書
巻
十
七
　
鮒
律
羨
傳
、

（
1
6
）
魏
書
巻
十
八
　
叱
列
延
．
慶
傳
、

（
1
7
）
北
齊
書
巻
二
十
七
　
破
六
韓
．
常
醇
、

（
1
8
）
周
書
巻
十
四
　
念
賢
傅
↓

（
1
9
）
北
齊
書
巻
一
　
帝
紀
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

（
2
0
）
北
齊
書
雀
十
九
　
高
市
貴
偉
、
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（
2
1
）
北
郷
霧
雀
十
九
　
王
懐
傳
、

（
2
2
）
北
齊
書
雀
十
九
『
藤
孤
延
徳
、

（
2
3
）
周
書
巻
十
七
　
梁
禦
傅
、

（
2
4
）
批
齊
書
谷
二
十
　
歩
大
汗
薩
何
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
2
5
）
濱
口
重
國
氏
、
「
高
郷
出
自
考
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
史
學
鷺
誌
、
四
十
九
、
編
の
第
八
號
、
第
九
號
、

（
2
6
）
北
齊
書
巻
一
　
帝
紀
、

　
孝
荘
帝
立
、
以
二
定
策
動
一
、
封
二
銅
縫
伯
一
、
及
三
爾
来
榮
、
撃
㌔
噸
∫
、
令
三
神
武
喩
二
下
財
賊
別
総
レ
王
者
七
人
一
、
後
輿
二
行
台
子
暉
］
、

　
破
二
単
侃
干
泰
山
一
。
璋
興
二
元
天
穆
【
、
破
二
刑
果
子
濟
南
一
、
累
遷
二
第
三
鎭
人
酋
長
一
、
常
在
二
条
帳
内
］
、
榮
嘗
問
二
左
右
｝
日
、
一
日
無
レ

　
我
誰
可
レ
主
レ
軍
、
皆
樗
コ
爾
朱
兆
一
、
日
此
正
可
下
統
二
三
千
騎
一
以
還
堪
レ
代
レ
我
主
上
乗
者
、
唯
賀
六
渾
耳
。

（
2
7
）
蒙
思
明
コ
．
兀
魏
的
階
級
制
度
」
に
於
て
引
用
、

　
　
　
史
學
年
報
第
二
巻
、
第
三
期

（
2
8
）
北
齊
書
巻
一
　
帝
紀
、
・

　
爾
朱
度
律
、
慶
二
元
畢
一
而
立
二
筋
関
帝
一
、
欲
レ
羅
二
廉
神
武
一
。
三
月
、
乃
日
二
節
闘
帝
一
．
封
二
神
武
一
爲
二
渤
海
王
］
・
徴
使
二
入
観
｝
、
　
憩

　
武
欝
。
四
月
癸
巳
、
叉
加
工
授
東
道
大
行
台
、
第
一
鎭
人
酋
長
一
。

（
2
9
）
領
民
酋
長
表

　
一
（
氏
　
　
名
）
　
　
（
出
　
　
自
）
　
一
（
時
　
　
・
期
）
　
『
　
　
（
號
）
　
　
　
　
　
（
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典
）
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一
1
『

．
’

ノ

張
景
略
の
租
　
燕
州
h
谷

爾
朱
羽
健
■
繭
朱
川

猫
狐
伏
留
屯
　
雪
中

劉
　
持
　
眞
　
「
一

叱
列
状
輻
の
祀
一
代
郡
西
部

叱
列
伏
縮
代
郡
西
部

肯同

@
　
　
　
　
　
　
　
｛
一
ぶ
　
　
古
同
和
辺
麗

侯
莫
陳
状
頽
一
代
人

乞
伏
纂
馬
邑
鮮
卑

爾
来
新
興
　
爾
朱
川

爾
　
朱
　
榮
　
爾
朱
川

万
挨
音
太
卒
匈
奴

解
律
那
壊
　
朝
州
勅
勒
一

解
律
．
金
朝
州
勅
勒

証
「
　
　
　
律
　
　
　
、
、
、
　
　
の
隔
耐
刀
も
刀

角
子
4
前
少
月
華

叱
列
延
慶
■
代
西
部

叱
　
列
．
李
　
代
郡
西
部

破
六
韓
孔
雀
　
附
化
人
匈
奴

高
市
貴
書
無

王
　
　
　
懐
　
不
如

破
六
韓
常
一
附
化
人
匈
奴

念
　
　
　
　
賢
　
金
城
抱
窄
人

魂
初一

登
國
初
年

一
魏
初

一
魏
中
期

一
魏
初
’

　

［
製
本

『
魏
初

一
魏
末

魏
末

■
柔
和
中

一
南
宗
期

一
正
光
中

魏
末

正
光
末

正
光
末

正
光
末

正
光
末

正
光
末

建
義

魏
末

魏
末

永
煕
中

一
第
一
領
民
酋
長
、
金
石
葦
．
編
巻
三
十
八

一
領
民
酋
長

領
民
酋
．
長

』

一
領
民
酋
長

…
篤
一
領
民
酋
長
一

領
入
歯
．
長

第
㌧
領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長
一

節
一
領
民
酋
長
…

一
第
一
領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長

（聯｝

ﾚ
M
蟹

第
嶺
民
酋
長

（第
二
領
民
爾
長

第
一
領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長

第
一
領
■
民
酋
長
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領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長

（歿
後

第
一
領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長
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一
魏
書
巻
七
十
四
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周
、
宝
日
雀
十
ム
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一
周
書
巻
十
七

周
書
巻
二
十

北
東
巻
六
十
一

周
書
巻
二
十
九

北
齊
書
巻
十
九
北
史
巻
六
十
六
侯
真
際
祉
伏
頽
と
あ
り

階
書
巻
五
十
五
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
，

魏
書
巻
七
十
四

洛
陽
伽
藍
記
巻
一

北
齊
書
巻
二
十
七

北
史
巻
五
十
三

北
齊
書
巻
＋
七

北
齊
書
巻
十
七

一
北
齊
書
巻
十
七
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魏
書
巻
八
＋

北
齊
書
巻
二
十

北
齊
書
巻
ニ
ヨ
七

　
　
　
　
　
つ

北
齊
書
巻
十
九

北
齊
書
巻
＋
九

■
北
齊
書
巻
二
十
七

珊
書
巻
＋
四
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一
領
民
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長

第
一
領
民
酋
長

第
一
領
民
酋
長

第
三
領
民
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長
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�鼈齧
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鎗
蝦
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書
巻
十
七
ﾐ

齊
再
雀
十
七
ﾐ

齊
書
巻
＋
九
ﾐ

齊
書
巻
二
十
ﾐ

齊
書
雀
一
ﾐ

3
0
）
北
史
巻
九
十
二
　
王
叡
侮
、
ﾐ

孝
昌
中
・
爾
朱
榮
、
以
二
扮
州
胡
一
、
逆
レ
表
、
椿
慰
二
勢
扮
胡
一
、
溌
胡
與
レ
椿
比
レ
州
、
服
二
其
聾
望
一
、
所
レ
至
降
下
。
ﾐ

3
1
）
振
興
コ
一
十
二
史
箚
記
」
巻
十
四
ﾐ

3
2
）
魏
書
巻
七
十
西
、
爾
朱
榮
傳
、
ﾐ

榮
既
有
二
異
圖
一
、
途
銭
レ
金
爲
二
己
像
一
数
四
、
不
レ
域
、
ﾐ

3
3
）
歴
代
職
官
表
雀
五
十
七
　
糖
兵
副
將
表
，
ﾐ

3
4
）
階
書
巻
二
十
七
　
百
官
志
中
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ﾐ

後
齊
制
レ
官
・
多
循
二
後
魏
一
、
置
二
太
師
、
太
傳
、
太
保
一
、
爲
二
三
師
一
。
（
中
略
）
流
内
比
二
視
官
十
三
等
一
。
　
第
一
領
人
酋
長
、
説
從
ﾐ

第
言
㎜
・
篁
不
領
人
糞
読
語
・
㎜
・
第
二
領
人
妻
、
笙
領
人
嚢
、
羅
語
品
．
諸
州
畜
正
、
箋
覆
会
長
、
ﾐ

第
【
不
領
人
庶
長
・
視
第
五
品
。
諸
州
中
正
、
畿
郡
邑
中
正
、
第
三
領
人
角
長
、
第
二
領
人
庶
長
、
視
從
第
百
m
。
第
三
不
領
人
酋
ﾐ

長
、
第
二
不
領
人
庶
長
、
祀
第
六
品
。
第
三
領
ん
庶
長
、
視
從
第
六
品
。
第
三
不
領
人
庶
長
、
硯
第
七
口
叩
、
司
州
州
都
主
簿
、
國
子
學
ﾐ

　
　
　
　
　
　
ﾐ

生
、
視
從
第
七
品
。
　
（
以
下
略
）
ﾐ
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爾
本
論
作
製
後
、
東
京
文
理
大
山
崎
宏
教
授
よ
り
金
石
文
の
史
料
に
就
て
御
教
示
を
戴
く
、
即
ち
領
民
酋
長
の
號
の
あ
ろ
も
の
と
し
て

芒
洛
家
逡
文
士
、
　
「
目
附
墓
誌
」
、
第
一
領
民
酋
長
の
號
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
金
石
翠
編
雀
三
二
、
　
「
焦
延
昌
造
像
碑
」
、
郭
下
家
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

遺
文
二
、
　
「
魏
叱
列
延
慶
妻
爾
朱
氏
墓
誌
」
及
び
、
京
畿
家
墓
遺
文
上
、
・
「
階
正
善
來
墓
誌
並
陰
」
が
あ
る
。
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